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（１） 立法規定における「平等」と「差別禁止」

日本国憲法（第１４条第１項）は，「すべて国民は，法の下に平等であつて，

人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関

係において，差別されない。」と定める。文言上，ここで規定する「平等」は，

「差別されない」と同義であると一般に解されるべきであるが，判例では，本

規定は「合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであつて，各人に存する

経済的，社会的その他種々の事実関係の差異を理由としてその法的取扱に区別

を設けることは，その区別が合理性を有する限り，何ら（本）規定に反するも

のではない」１）として，「差別」の概念には，「合理的差別」あるいは「差別の

合理性」２）の内在的な基準が存在することを述べ，あるいは「較差」，「差異」，

「差」，「不平等」，「不平等状態」，「不均等」あるいは「区別」といった「差別」

概念に類似した別の概念や判断基準３）が存在することを述べてきた。また，「差

１）台湾人元日本兵戦死傷補償請求事件・最三判１９９２・４・２８判時１４２２号９１頁。
２）「差別的取扱いが合理的な根拠に基づくものであるか」尊属殺人事件最大判１９７３・４・
４刑集２７巻３号２６５頁。
３）「（選挙区による）投票価値の較差」衆議院議員選挙無効請求事件・最大判１９８５・７・１７
民集３９巻５号１１００頁，「（地方公共団体間の地方公務員の失職に関する）取扱いの差異」地
方公務員自動失職制違憲訴訟・最三判１９８９・１・１７判時１３０３号１３９頁，「（条例の制定の結�
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別」概念や類似の概念や判断基準には，属性的なあるいは定性的な基準による

判断と定量的な判断が混在している。その性格にしても，前述のように，「事

実関係の差異」と「法的取扱（の）区別」という形で，異なる次元での異なる

概念（基準）であることを示唆している。

他方，この平等原則の適用の可否が争われた裁判例においては，「平等」と

いう概念には，一定の制約があることが判断されている。たとえば，「法が，

国民の基本的平等の原則の範囲内において・・・具体的規定をすることを妨げ

るものではない。」４）という表現で，平等の定義が立法政策によって可変的であ

ることを認めている。

このように，裁判例では，「平等」と「差別（禁止）」とは同義ではなく，ま

た，「平等」概念と「差別」概念にも多様性があることが判示されてきている

のである。

憲法における平等原則は，労働関係法規においては，労基法（第３条）では

「均等待遇原則」として位置づけられ，その内容は，「差別的取扱をしてはな

らない」という表現定式が用いられ，第４条では「同一（賃金）原則」とされ，

「差別的取扱いをしてはならない」とされ，第２条では，「対等（の立場）」と

表現されている。したがって，ここでは，「平等」概念は，「均等」あるいは「同

一」あるいは「対等」と表現されている。そのため，英文表記５）では，「均等待

遇」は「equal treatment」，「同一賃金」は「equal wages」，「対等の立場」は「equal

basis」と表現されることとなっている。したがって，単純化すれば，「平等」

＝「均等待遇」＝「同一」＝「対等」は同義であり，「差別」＝「差別的取扱

果による）地域差」東京都売春取締条例違反事件・最大判１９５８・１０・１５刑集１２巻１４号３３０５
頁，「人口の較差が示す投票価値の不平等」千葉県議会議員選挙事件・最一判１９８９・１２・
１８民集４３巻１２号２１３９頁，「投票価値の不平等状態」前掲衆議院議員選挙無効請求事件），（「事
実関係上の差異から生じる不均等」関税法等違反事件・最大判１９６４・１１・１８刑集１８巻９号
５７９頁，「嫡出子と非嫡出子の法定相続分の区別」非嫡出子相続分規定違憲訴訟・最大決
１９９５・７・５民集４９巻７号１７８９頁。
４）尊属傷害致死事件・最大判１９５０・１０・１１刑集４巻１０号２０３７頁。
５）労働省『英文 日本労働法令集』（Ministry of Labour, Labour Laws of Japan１９９５）（労務行
政研究所，１９９５）および２１世紀職業財団による翻訳（http://www.jiwe.or.jp/english/law）に
依る。

�
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（い）」は同義である。このような平等原則の位置づけは，労組法においては

「均等の取扱」（第５条第２項３号）として，職安法の「均等待遇」（第３条）

における「差別的取扱」として具体化されていることとも合致している。

他方，男女雇用機会均等法においては，「機会均等」原則が表明され，「平等」

という文言の採用が回避されたが，その英文表記では，「equal opportunity and treat-

ment」である。その上で，「性別を理由とする差別の禁止」（第二章第一節）は，

「（募集・採用における）均等な機会」（第５条）と「（配置・福利厚生・職種，

雇用形態・退職勧奨，定年，解雇等における）差別的取扱い（をしてはならな

い）」（第６条）という表現で規定されている。また，今回の法改正（第７条）

では，「間接差別」の規制を取り入れたが，その「間接差別」の概念について

は，省令が限定列挙する「実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある

措置」という形式および内容において曖昧なものであって，しかも，それを「講

じてはならない」という表現で規制するにとどまり，「禁止」するという形式

と効果を定めてはいないのである。また，パート労働法の最近の改正では，「（通

常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する）差別的取扱いの禁止」という

原則が明記されるとともに，「均衡」原則という新たな概念を取り入れながら，

「平等」原則自体との関係は明らかになっていない。

このように，労働関係における「平等」原則は，「均等」や「同一」あるい

は「対等」という概念で表現され，「（差別的）取扱（い）」や「待遇」という

内容で定義されていることになる。このことは，国際条約，とりわけ，ILO条

約の日本語訳における用語法とも一致している６）。主要な用語法についてみる

と，原文における「equal」は，フィラデルフィア宣言（１９４４）では「（教育及

び職業における）機会均等」（三（j））として「均等」と，同一賃金原則を謳

う第１００号条約（１９５１）では「同一価値の労働についての男女労働者に対する

同一の報酬」として「同一」と，家族的責任についての第１５６号条約（１９８１）

では，「機会及び待遇の均等」として「均等」と，パート労働についての第１７５

６）日本語訳は，ILO駐日事務所により公表されているが，多くは労働省編『ILO条約・勧
告集』に収録されているので， 労働行政の基本理念と合致しているのは当然のことになる。
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号（１９９４）では「同等の条件」として「同等」と訳されている。また，「discrimi-

nation」は，差別禁止に関する第１１１号条約では，「差別待遇」と訳されるが，

その第１条では，その「差別待遇」とは「すべての差別，除外又は優先」「機

会又は待遇の均等を破り又は害する結果」と定義される。この「差別」概念に

関しては，第１００号条約や職業紹介に関する第１８１号条約（１９９７）では，「（性別

による）差別なしに（定められる報酬率）」（第１条）や「（年齢，障害に基づ

いて）差別することなく」（第５条）というように，何らかの制約や留保を附

するものとはなっていない。このような「差別」概念は，世界人権宣言（１９４８）

における「いかなる差別をも受けることなく，同等の勤労に対し，同等の報酬

を受ける権利」（第２３条２），社会権規約（１９６６）における「いかなる差別もな

い同一価値の労働についての同一報酬」（第７条），自由権規約（１９６６）におけ

る「法律の前に平等であり，いかなる差別もなしに法の平等の保護」（第２６条），

性差別撤廃条約（１９７９）における「あらゆる形態の差別」や「「女子に対する

差別」とは，性に基づく区別，排除又は制限（であつて）」（第１条）という表

現に具象されている「差別」概念にも現れている。

このような状況から，まず，明らかなことは，「平等」（equal）という概念

と原則が，類似の用語に置き換わることによって，真の「平等」という価値を

毀損し，減殺させていないかということである。換言すれば，真の「平等」の

価値を実現することを回避するために，類似の他の用語が安易に使われている

ことである。重大な問題は，そのことによって「平等原則」の軽視化と空洞化

といった結果がもたらされることである。さらに，その「平等原則」の適用が，

国際条約の文言では，「いかなる差別」も許さないと言明され，少なくとも憲

法の次元では，「差別（禁止）」として解釈され，運用されてきたものが，労働

関係においては，「差別」自体が禁止されるというよりも，その「取扱」や「待

遇」が禁止されることと構成されている７）。「平等」類似の概念によって，「差

７）国家公務員法（第２７条）および地方公務員法（第１３条）が明記する「平等取扱い原則」
は「平等に取り扱われ・・・差別されてはならない」として，「取り扱い」は「平等」概
念と連結し，「差別」が独自の行為類型となる。
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別」類似の内容を定義するということは，一種のトートロジーでもあるが８），

このようなレトリックによって，「平等」原則は，二重に疎んじられてきたと

いっても過言ではない。そのため，「平等」と「差別（禁止）」との関係を問い

直す必要があるが，そのことを改めて明らかにしたのは，最近のパート労働法

の改正問題である。

パート労働法の改正に関する国会審議９）において，以下のような質疑が交わ

されている。

「政府案で「差別禁止」ということは，同じ賃金体系の適用を保証する，と考えて良いの

か。」（小宮山洋子議員）

「同じ賃金表を適用することが原則として求められる。」（大谷雇用均等・児童家庭局長）

ここでは，平等原則が明記されなかったパート労働法における「差別禁止」

準則の解釈と運用が曖昧で，定義や適用範囲などにより抜け道が多く，実効性

が疑問視されることが浮き彫りになっている。

パート労働法においては，平等≒均衡≒差別禁止となることによって，平等

原則の具体化が，均衡という考え方に置き換わったが，「非正規労働者」と「正

規労働者」との関係における日本的な特殊性が如実に明らかになっている。

日本においては，非正規労働者政策として検討の対象となっている二つの選

択肢がある。一つには，非正規労働者の正規化あるいは直傭化という政策であ

る。ILOのパートタイム労働条約（第１７５号条約）はパート労働者とフルタイ

ム労働者の間の転換制度を規定しているが，パート労働法では，「正社員への

転換推進の義務の周知」という構成で，二重三重の緩和策を設けたものとなっ

ている。また，派遣労働法は「直傭（申入）義務」を定めている１０）。しかし，

何れも，非正規労働者に対する差別待遇を前提とした正規化あるいは直用化と

８）生活保護法（第２条）が，「無差別平等」という「生活保護」原則を明記するが，「無差
別」は，「平等」の概念定義あるいは修辞なのか，同義反復なのか問われる。いずれにせ
よ，「平等」も「差別」もそれ独自では，明確な定義による原則となりえていないことの
証左である。
９）２００７年４月４日，衆議院厚生労働委員会。
１０）第４０条の３および第４０条の４。いずれも，派遣労働から有期労働への「直傭」に歪曲さ
れている実態にある。
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いう発想である。もう一つは，パート労働法における均衡原則であるが，これ

は，パート労働者と正規労働者の間の格差を前提とした「均衡」という考え方

である。すなわち，パートタイム労働者と正社員であるフルタイム労働者の間

の「不均衡」や「格差」を前提とし，それを是正する視点からの発想である。

この「均衡」とは，「均等」や「平等」とどのような違いがあるのか問われな

ければならない。「均等」は「機会均等」（形式的平等性）を意味し，「平等」

は「結果平等」（実質的平等性）を表すものと理解すると，いずれも同等性（同

質性）を前提とした考え方であるのに対して，「均衡」は，格差を固定的に捉

え，不均衡を所与の条件として評価したうえで，処遇しようとするもので，両

者の間の非同等性（異質性）を当然視した考え方となろう。その点では，「均

衡原則」として議論するかぎり，パートタイム労働者を「社会的身分」と捉え

る発想を否定する立場であっても，結局は，そこから脱却できていないのであ

る。

本稿では，こうしたパートタイム労働者観に象徴されている「平等原則」と

「差別禁止」措置との関係を見直す意味からも，オランダの平等法制を検討す

る。その最も代表的なものはパート労働政策である。

オランダでは，積極的なパートタイム労働奨励政策を採用してきた。いわゆ

るオランダ型ワークシェアリング（オランダ・モデル）においては，そのパー

トタイム労働者が「短時間正社員」として重要な位置づけを与えられたのであ

る。そのために，パートタイム労働を「１・５シナリオ」として位置づけ，労

働時間と家庭責任の調和を図るとともに，パートタイム労働者の権利保護制度

が重視されてきた。その中で，独創的な制度が，パートタイム労働とフルタイ

ム労働の平等原則と労働者の請求によるパートタイムとフルタイムの転換制度

（労働時間調整法）である。本稿は，このような「平等原則」の背景を概観し

た後，パート労働の実情とパート労働者の法的地位について分析する。

オランダの平等原則は，差別禁止概念と交錯しながら，パートタイム労働者

の権利と地位の実効的な確立に寄与してきた。その平等原則の分析を通じて，

平等原則の今日的な意義を解明し，そのことによって日本における平等原則・
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差別概念の歪曲化と空洞化の問題点を明らかにする。

（２） オランダにおける平等原則の発展

オランダ憲法（第１条）は，「オランダに居る人はすべて，平等な立場で平

等に扱われなければならない。宗教，信条，政治的意見，人種または性別に基

づくあるいはその他どのような理由であっても差別は許されてはならない。」

と「平等」原則を宣言する１１）。

平等原則に関する立法は，個別的な規制が先行し，男女同等賃金原則が，１９７６

年３月２０日法によって定立された後，１９８０年３月１日法が，男女平等原則を定

めた。労働市場における差別防止に関する１９８７年１１月３０日の政令が，人種差別

を防止する見地から，解雇に関する行政上の許可に関する基準を定め，１９８９年

４月１２日法が，女性の深夜労働禁止規定などの性別による差別的取扱い規定を

廃止し，１９８９年４月２７日法が，労働契約の終了に関して，男女間および既婚未

婚間の平等待遇原則を定めている。その後，「平等」一般法として，１９９４年３

月２日法（平等待遇法）が制定されるに至る。

平等待遇法１２）は，前文で，「とりわけ憲法第１条を尊重して，社会生活にお

ける平等な参加を促進するために，宗教，信条，政治的意見，人種，性別，異

性愛的あるいは同性愛的嗜好または市民としての地位を理由とした差別に対す

る保護を与えることが望ましく，そのため，法によって規定された場合を除い

てこれらの理由に基づく差別を禁止することが望ましく，この禁止を実効あら

しめるために，平等待遇法が制定される。」とその理念を明確にし，「宗教，信

条，政治的意見，人種，性別，異性愛的あるいは同性愛的嗜好または市民とし

ての地位にかかわらず，人の平等待遇」の原則を定めるとした。「差別」の範

囲として「直接的なおよび間接的な差別，ならびに差別の教唆」と規定した上

１１）「オランダに居る人はすべて」という表現は，他の条項では「オランダ国民」という表
現や単に「すべての人」という表現が用いられていることとの対比から，外国人を含むと
される。

１２） 本文で述べるように，平等待遇法は，「差別」の用語ではなく，「区別」の表現を用い
るが，法令の英訳文は「discrimination」を用いており，便宜上「差別」と表記する。
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で，「直接差別」を「宗教，信条，政治的意見，国籍，人種，性別，異性愛的

あるいは同性愛的嗜好または市民としての地位を理由とする，人の間の差別」

と定義し，「間接差別」を「直接差別から起因する，直接差別として定義され

た以外の性質あるいは行為を理由とする差別」と定義した。さらに，「差別の

禁止には，ハラスメントの禁止」が含まれると規定して，この「ハラスメント」

の定義として，「（前述の文言で）定義される差別の特徴や行動に関連したもの

で，人間の尊厳を侵害し，脅迫的な，敵意的な，品位を貶め又は攻撃的な雰囲

気を作り出すことを目的とし又はそのような結果を生み出す行為を意味する。」

と規定されている１３）。

「直接差別」には，除外規定は存しないが，「間接差別」の適用は，「差別が

正当な目的によって客観的に正当化され，その目的を遂行するために用いられ

る手段が適切でかつ必要である場合」には例外が認められる。これ以外に，性

別・人種・宗教に関しては，その所属が「差別要因」に該当しない場合が明示

される１４）。労働関係においては，「差別」の禁止の明示以外に，「差別するこ

とは違法である」として，以下の事項が列挙されている１５）。

１３）他の差別事由と異なって，ハラスメントは，客観的に正当化されることができない。
１４）「性別を理由とする差別の禁止」は，①性別が決定的な要因である場合，②女性の保護，
特に妊娠や母性保護に関連した場合には適用されない。また，本法は「差別が女性あるい
は特定の人種的あるいは文化的な少数派集団に属する人を，人種あるいは性別という理由
との関係からの事実上の不利益を廃止あるいは縮減するために，特別の立場に置くことを
目的とする特別の措置に関するもので，かつ差別がその目的と合理的に均衡している場合」
には適用されない。「人種を理由とする差別の禁止」は，①ある人の人種的な所属が決定
的な要因であり，その目的が正当であり，必要性がその目的に均衡している場合，②差別
が，ある人の人種的所属を，関係する特定の職業活動に性質あるいはそれが実行される状
況を理由として，真正なかつ決定的な職業上の要件と見なしかつそれを構成する場合で，
その目的が正当であり，必要性がその目的に均衡している場合には適用されない。「国籍
を理由とする差別禁止」は，①差別が国際法の一般に拘束力のある規則や成文あるいは不
成文のルールに基づく場合，②国籍が決定的な要因である場合には適用されない。さらに，
本法は，①宗教的共同体や独立した集団の内部，その他の精神的な性質の結社の内部の法
律関係，②聖職者の事務所には適用されない。

１５）適用除外として，以下の事由が定められている。①宗教的あるいはイデオロギー的原則
に基づき設立された施設の自由，②政治的原則に基づき設立された施設の自由，③私教育
の自由。また，雇用関係における私的な性格や政治的意見が必要となる諮問的組織にも例
外規定がある。
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① 雇用の広告および空き定員の充足のための手続

② 職業紹介

③ 雇用関係の開始と終了

④ 採用および解雇

⑤ 雇用期間および雇用条件

⑥ 雇用期間中あるいは先だって，教育あるいは訓練を受ける許可を与えること

⑦ 昇進

⑧ 労働条件

この平等待遇法は，「２５年に及ぶ議会と社会での論議」を経て制定されたも

のだが，その立法過程における議論の特徴として指摘されているのは１６），ま

ず，「差別」概念を明確にしたことである。つまり，「宗教，信条，政治的意見，

性，国籍，異性愛または同性愛的傾向あるいは市民的地位に関した直接的およ

び間接的区別（differentiation）」を，禁止していることである。「区別」は禁止

の対象として，「差別」と位置づけられるのであって，「差別」の適用から逸脱

するために「区別」が援用されてはならないのである。その意味で「区別」は，

「差別」と同義のものとして扱われている。

Hendriksによれば，オランダ法は，悪意的な（pejorative）用語である「差別

（discrimination）」に代わって，中立的な（neutral）用語である「区別（differen-

tiation）」を意図的に使用しているのである１７）。立法者は，平等待遇規範の侵

犯は「差別するという意思」を必要としないことを明確にしたのである。その

ため，刑法典で禁止されている差別を理由とする起訴のためには，「差別意図」

が必要であるが，平等待遇法の適用においては，保護されている事由の一つに

もとづく単なる区別はそれ自体で，平等規範の違反を構成するのである。区別

という用語を使うことで，多義的な用語である差別よりもはるかに問題が少な

１６）Aart Hendriks, Legislation to Combat Age Discrimination in the Labour Market:An Examination
of（the Experiences with）the Dutch Age Discrimination Act.

１７）J.E.Goldschmidt LL.M, Anti-discrimination law in the Netherlands, Experiences of the first seven
years, Speech at the ’International Conference on Equal Treatment Between Persons and Prohibition
of All forms of Discrimination’（Budapest, December２００１）は，「法は，「差別」という用語で
はなく，「区別」という用語を用いている。そのため，不平等な取扱は，意図的な差別の
事案よりも多くのものを包含する。」と指摘する。
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いとされるのである。というのは，差別という用語は，当事者間に容易に感情

的な反応を引き起こし，オープンな討議を妨げることになるからである。差別

という用語の代わりに，問題の少ない用語である区別という用語を置き換える

という方法は，反対に，保護されている事由に基づく区別のあらゆる形態は，

少なくとも，法的見地からは，善意であれ悪意であれ，その意図と無関係に，

違法の疑いを免れえないものとなる。

この点は，「差別」の定義に議論を向けることは，不毛な労力を費やすこと

にもなるとの配慮がある。そのため，「不平等待遇は，一面では，認識（percep-

tion）の問題である。無意識的におよび故意ではなく被用者を不平等に扱う使

用者がいる。そのため，立法に即して，平等待遇に関する情報を常に提供しな

ければならない」１８）とする理念が必要とされる。

そのような理念から，「保護事由は排他的でない方法」で定義されるとして，

平等待遇法は「女性，人種的，宗教的および性的な少数派を保護するだけでな

く，その用語をすべての人を包含するように使用」するとしている。そのため，

「伝統的に差別の対象となってきた集団を保護する」（非対称的な方法）だけ

ではなく，一般法としての規範力によって，すべての人の権利を擁護する手段

（対称的な方法）として適用されるべきかが，論点の一つだとされている。

これは，規制方法としては，「開放された規範制度」である。その後制定さ

れた年齢差別禁止法は，「閉じられた制度」として，禁止されている差別の事

由と法が適用される範囲に関して，包括的な説明を含み，非差別原則の例外が，

制定法に定められたものに限定されている。これは，他面，年齢および障害と

いう事由を，平等待遇法における「差別」事由に包含することについて論議の

対象となったことを意味している。障害や年齢に基づく差異（distinction）は，

たとえ必要とされなくても，往々にして正当化され，平等原則と両立するとい

う主張から，平等待遇法にこれらの事由を含ませることはせず，特別法に委ね

るという結論に至ったとされる１９）。

１８）SZW, Equal Treatment in the Netherlands.
１９）２００３年１２月１日に平等待遇法（障害および慢性疾患障害）および２００４年５月１日に雇用�
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この平等待遇法は，差別事由として，「労働時間」は明記しなかったが，そ

の後，民法典修正という形式（１９９６年１１月１日）で，労働時間によって，労働

者を差別することを禁止する条項が追加され，現行の平等待遇法が整備された。

これらの条項は，民法典（雇用契約編）に挿入されている２０）。

平等原則の適用に関して，最も重要な課題である同一賃金原則については，

労働省は，職評価システムの性中立性を評価するための性中立評価マニュアル

を公表している２１）。それによれば，使用者は，男性と女性の間，パートタイ

ム労働者とフルタイム労働者の間で，同一の賃金基準を適用しなければならな

い。そのために，以下のテストが適用される。

①使用者は，透明な方法で，賃金を計算しなければならない。

②賃金を計算する基準は，すべての被用者にとって同一でなければならない。

における平等待遇法（年齢差別禁止法）として実現した。
２０）第６４６条「①使用者は，労働契約締結，労働者の訓練・研修，労働条件，昇進，労働契
約の終結に関して男女の差別をしてはならない。
②男女の性別が決定的な要因である場合には，契約締結，訓練・研修に関して，１項規定の
限りではない。
③妊娠，または母性に関する女性保護のための取り決めにおいては，１項規定の限りではな
い。
④女性労働者の事実上の不均等を是正または改善するために女性を優先する措置に関して
は，その優先措置が不均等是正の目的達成に妥当な現実性をもつものであるならば，１項規
定の限りではない。
⑤本条において男女の差別とは，直接的および間接的差別をいう。直接的な差別とは，妊
娠，出産，母性に基づく差別をいう。間接的差別の中には，性の区別に直接関係なくても，
例えば未婚既婚の身分，または家族構成の状態などのように結果として事実上性別の差が
出てくるような事情にもとづいた差別を含む。
⑥１項に定める差別禁止規定は，客観的に正当化され得る間接的な差別には該当しない。
⑧自分にとって不利な，本条でいうような，差別を受けた，または受けているとして訴え
る者が法廷で差別の疑義ある事実を主張する場合，訴えられた者は本条規定に反した行為
をしていないことを立証しなければならない。」
第６４７条「①第６４６条１項に反する使用者による労働契約解除，または同項違反を主張して
訴える労働者に対する使用者の契約解除は無効にすることができる。」
第６４８条「使用者は，労働契約が締結され，継続されあるいは終了される際の条件におい
て，労働時間数の違いを根拠として，被用者の間での差別を，そのような差別が客観的に
正当化される場合を除いて，行ってはならない。」
第６４９条「①使用者は，客観的に見て正当な根拠が無い限り，臨時雇用契約であるか否か
で労働条件につき労働者の差別をしてはならない。」

２１）SZW雇用報告（The Position of Employees in the Labour Market in２００２．）

�
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③使用者が，特定のグループに対する賃金に差異をもたらすような基準を用いる場合には，

それを正当化することができなければならない。

こうしたテストを含めて，平等賃金を実現するための政策は，以下のような

「Two-track policy」として定式化されている２２）。

①概括的な平等機会政策と，少数派のための一般政策

②直接に賃金における不当な区別と闘うことを目的とする平等賃金政策

その後，ILOのパート労働条約（１９９４年）や EUパート労働指令（１９９７年）

の採択という背景を経て，労働時間調整法（２０００年７月１日法）が登場した。

さらに，前述のような年齢差別に関する立法制定が進み，最も新しいものとし

ては，「集団解雇における年齢均衡原則に関する法律」（２００６年３月１日法）が

制定されている２３）。

（３） オランダにおけるパート労働者の現状

WAAの実施状況に関する政府調査報告書から，パート労働者の現状を反映

している幾つかのデータを引用する２４）。オランダでは，女性労働者は，他の

ヨーロッパ諸国におけるよりも遙かに多く，パートタイム型で労働している。

２２）現実的には，以下のようなデータが公表されている。女性は，男性と比べて，賃金（時
間換算）が２３％少ない。この差は，部分的には背景（教育，経験，職務等級等）における
差に由来する（SZW雇用報告２００５年版では，７％の格差が，説明不能とする）。同一の職お
よび同一価値の職における男性と女性の場合には，女性は，男性に比べて，５％少ない。週
に１２時間以上働くパートタイム労働者は，フルタイムで，同一価値の労働を遂行する同僚
に比べて，５％少ない。（週に１２時間以下の）小パートタイム労働者も，フルタイムの同僚
に比べて，４％少ない。非オランダ人の被用者は，同じ仕事をするオランダ国籍の被用者に
比べて，４％少ない。有期契約の労働者は，期間の定めのない契約の労働者より，３％少ない。
政府部門で働く労働者では，男性と女性の間の賃金の格差は，３％であり，小パートタイム
労働者はフルタイム労働者よりも，１％少ない。

２３）企業が事業再構築や大量解雇する際の対象者の選定について，先任権原則（勤続期間の
短い者が先に解雇される）に代えて，年齢階層毎に，削減数を定める。雇用の削減数は，１５
～２５歳，２５～３５歳，３５～４５歳，４５～５５歳，５５歳以上という５つの年齢階層に均等に割り振ら
れ，現存する従業員の年齢構成が可能な限り，維持される。それぞれの年齢階層内の選定
方法は，先任権原則が適用される（http://www.jil.go.jp/foreign/jihou／２００６＿８／holland＿０１．htm）

２４）Evaluatie Wet aanpassing arbeidsduur, Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegen-
heid, Tweede Kamer, vergaderjaar２００３―２００４，２９５０３，nr．１，２april２００４．；Evaluatie Wet aanpass-
ing arbeidsduur, Verslag van een schriftelijk overleg, Tweede Kamer, vergaderjaar２００３―２００４，�
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これは，欧州委員会は，リスボン目標の中においては，好ましからざるものと

見なしている状態である。このような事実は，２００６年１月に公表されたオラン

ダ雇用政策の評価においても明確に表明されている２５）。表①におけるパート

労働者の雇用状況の概況では，従業員１０名以上の企業では，「女性労働者の割

合」と「パート労働者の割合」とは相関関係にあり，それと「女性パート労働

者の割合」とは相反関係にあることが特徴的である。その意味では，女性労働

者の割合の高さは，パート労働者の割合の高さと結びついていないともいえる。

ここでは，使用者を対象とした調査結果に注目し，パート労働者に対する使

用者側の評価に関する調査を引用してみる。表②では，パートタイム労働者の

労働条件や解雇における不安定な地位に関する評価では，いずれも，パート労

働者に対する労働条件の「差別」に反対するという意見が圧倒的に多いものの，

設問による違いには大きいものがあって，賃金や解雇に比して，昇進には，賛

成意見は，全体で３１％を占めるのが突出している。これは，パートタイム労働

者の契約期間や勤続年数との関係が不明であるが，その点の影響が少なくない

ものと推測することも可能であろう。しかし，表③でのパート労働者に対する

労働条件の「差別」についての法的な評価では，賃金と解雇で，反対意見より

も違法評価が低く，昇進では反対意見よりも違法評価がむしろ高くなっている

ことは，設問の法的評価自体においては，契約期間や勤続年数といった条件を

捨象しており，そのような数値結果が現れると想定すれば，前述のところと整

合的な傾向とみることができる。この点は，表④において，パート労働者の「否

定的な効果」において「業務計画化における問題」を指摘した比率が極めて高

いこととも照応する傾向である。

２９５０３，nr．２，６ juli２００４．; Arbeidsinspectie, Wet aanpassing arbeidsduur, Een onderzoek naar in
CAO’s vastgelegde afspraken om de arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen, Bijlage bij
kamerstuk２９５０３，nr．１，September２００３．; Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa,
Tabellenboek, Bijlage bij kamerstuk２９５０３，nr．１，１３november２００３．; Onderzoek ten behoeve van
evaluatie Waa en Woa, Eindrapport, Bijlage bij kamerstuk２９５０３，nr．１，１３november２００３．

２５）Recommendations Concerning the “Road Map for Equality Between Women and Men２００６―２０１０”
COM（２００６）９２DEF. April２００６．

�
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企業内でのパートタイム労働者の平等取扱いに関する実情について，前述の

政府報告書（２００４年）は，一部企業では，交替勤務手当，法定外勤務手当，時

間外超過勤務手当，訓練コースあるいは研究費用に関する規定，高齢者の処遇

に関して，パートタイム労働者への適用に問題があることを指摘していた。表

⑤は，企業内の就業規則類の適用におけるパート労働者の地位であるが，労働

時間に関連するものは，低くなるとしても，全体としては，パート労働者とフ

ルタイム労働者との間において労働条件や待遇の面で異なる制度を設けたり，

それを適用することを拒む傾向にあり，それは，パート労働者とフルタイム労

働者との間の法的な「平等」原則として認識されると評価される。表⑥は，パー

ト労働者からの労働条件についての苦情の内容に関する調査であるが，賃金に

関するものは高くないという事実は，パート労働者の地位や労働条件に関する

問題点と矛盾が賃金には集中していないということを物語っており，その「平

等」政策の成果の反映であろう。

以上の分析は，あくまで政府の実施した調査結果に基づく分析であるが，パー

ト労働者の現状とその「平等」と「差別禁止」の認識や規範意識を反映したも

のと位置づけることができる。そこでは，パート労働者とフルタイム労働者と

の「平等」という原則は，異なる扱い（「区別」）をしないという価値観に支え

られているとみることもできる。そして，このような基本的な考え方の確立に

おいて，法律の果たした役割について，表⑦が問おうとしている。それによれ

ば，３９．５％の使用者が，平等待遇法の存在が労働条件を変えたと回答している。

そのためには，設問にあるような労働協約や経営協議会が介在しており，労働

組合の役割も看過されるべきではないが，平等政策の実施において，法律が果

たす先導的な役割の重要性をも実証しているのである。

表⑧以下は，労働時間調整法の実施状況に関するもので，すでに，他の機会

にも触れているので２６），紙幅の関係上もあって，個々の調査結果に対するコ

メントは省略し，データを紹介するにとどめる。

２６）大和田敢太「労働者の請求により労働時間を変更する権利――オランダ「労働時間調整
法」（WAA）の意義」彦根論叢第３５３号（２００５）８０頁以下。
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企業規模（従業員数） １０名未満企業 １０名以上企業

企業数 比率（％） 企業数 比率（％）

総 計 ２６５ １００．０ ７２５ １００．０

分 野 別

工業・建設・農業 ５９ ２２．３ ２４０ ３３．１
流通・飲食ホテル業 ９８ ３７．０ １９３ ２６．６
サービス業 ８６ ３２．４ ２０７ ２８．５
官公庁 ２２ ８．３ ８６ １１．８

女性労働
者の割合

０ ６０ ２２．６ ３ ０．４
２５％未満 ２７ １０．２ ３１９ ４４．１
２５－４９％ ３１ １１．７ １９８ ２７．４
５０－７４％ ７４ ２７．８ １５１ ２０．９
７５－１００％ ７４ ２７．８ ５３ ７．３

パ ー ト
労 働 者
の 割 合

０ ９９ ３７．４ １６ ２．２
２５％未満 ２４ ９．１ ３９６ ５４．６
２５－４９％ ４１ １５．５ １７６ ２４．２
５０－７４％ ５５ ２０．８ ９２ １２．７
７５－１００％ ４６ １７．４ ４６ ６．３

女 性
パ ー ト
労 働 者
の 割 合

０ １１７ ４４．２ １８ ２．５
２５％未満 ２ ０．８ ９９ １３．７
２５－４９％ １２ ４．５ １８６ ２５．７
５０－７４％ ３７ １４．０ ２１８ ３０．１
７５－１００％ ９７ ３６．６ ２０３ ２８．０

交 替
勤 務 制

有り １８ ６．８ １７０ ２３．５
無し ２４７ ９３．２ ５５５ ７６．５

土日勤務
有り １２８ ４８．３ ３１７ ４３．７
無し １３７ ５１．７ ４０８ ５６．３

時 間 調
整 協 約

有り １９１ ７２．１ ５７３ ７９．０
無し ６３ ２３．８ １４９ ２０．６
不明 １１ ４．２ ３ ０．４

（１０名以上企業の内訳は，１０－４９名が２８５社（３９．３％），５０－９９名が１１９社
（１６．４％），１００名以上が３２社（４４．３％）である。）
（一部の表では，修正値を用いたため，小計・比率が一致しない。）

表①＜パート労働者の現状＞



６２
彦
根
論
叢

第
３６９
号

平
成
１９（
２００７

）年
１１
月

同一の職能と職務のフルタイム労働
者より，賃金が低いこと

フルタイム労働者より，昇進の機会
が少ないこと

合理化の際に，パート労働者の解雇
が，最初に実施されること

賛 成 反 対 無回答 賛 成 反 対 無回答 賛 成 反 対 無回答

総計（７２５） ８０（１１．０）６２９（８６．７）１７（２．３）２２５（３１．０）４０８（５６．３）９２（１２．７） ６２（８．５）５９６（８２．２）６７（９．３）

分野別

工業・建設・農業 ３５（１４．６）２０２（８４．３） ３（１．１） ７５（３１．５）１３２（５５．１）３２（１３．５） １６（６．７）１９５（８１．５）２８（１１．８）
流通・飲食ホテル業 １９（１０．０）１６９（８７．８） ４（２．２） ７５（３８．９） ９４（４８．９）２４（１２．２） ２６（１３．３）１５８（８２．２） ９（４．４）
サービス業 ２１（１０．１）１７８（８５．８） ８（４．１） ６４（３１．１）１１５（５５．４）２８（１３．５） １５（７．４）１６６（８０．２）２５（１２．２）
官公庁 ４（５．２） ８０（９３．２） １（１．６） １０（１１．７） ６７（７８．３） ９（１０．０） ４（５．２） ７６（８８．７） ５（６．１）

従業員
数

１０－４９人 ４２（１４．９）２３４（８２．２） ８（２．９）１０６（３７．４）１３３（４６．８）４５（１５．８） ４６（１６．３）１９９（７０．０）３９（１３．７）
５０－９９人 １２（１０．１）１０２（８５．５） ５（４．４） ３３（２７．５） ７８（６５．６） ８（６．８） ８（６．４）１０４（８７．６） ７（６．１）
１００人以上 ２５（７．９）２９３（９１．１） ３（１．０） ８６（２６．６）１９７（６１．１）３９（１２．２） ８（２．４）２９３（９１．１）２１（６．５）

女性労
働者の
割合

０ ３（１００） ０（０．０） ０（０．０） １（５０．０） １（５０．０） ０（０．０） ０（０．０） ３（１００） ０（０．０）
２５％未満 ４２（１３．２）２７２（８５．０） ６（１．８） ９５（２９．８）１８０（５６．３）４４（１３．８） ２４（７．４）２６４（８２．７）３２（９．９）
２５－４９％ １６（８．３）１７５（８８．７） ６（３．０） ５５（２７．９）１１３（５７．０）３０（１５．０） １２（６．０）１７１（８６．３）１５（７．６）
５０－７４％ １３（８．６）１３５（８９．４） ３（２．０） ５９（３９．２） ８１（５３．７）１１（７．２） １９（１２．７）１１６（７７．０）１６（１０．３）
７５－１００％ ６（１０．３） ４６（８６．０） ２（３．６） １４（２５．１） ３３（６０．６） ８（１４．３） ７（１２．７） ４２（７７．９） ５（９．３）

パート
労働者
の割合

０ １０（６３．１） ５（２８．４） １（８．５） １１（６５．１） ２（９．９） ４（２５．０） ３（２０．２） ７（４１．５） ６（３８．４）
２５％未満 ４３（１０．８）３４５（８７．２） ８（２．１）１１９（３０．２）２２３（５６．４）５３（１３．４） ２３（５．８）３４１（８６．１）３２（８．１）
２５－４９％ １１（６．２）１６２（９２．２） ３（１．５） ４９（２８．２）１０４（５９．５）２２（１２．３） １９（１０．９）１４４（８１．９）１３（７．２）
５０－７４％ １４（１５．１） ７５（８１．６） ３（３．４） ３４（３７．５） ５１（５５．９） ６（６．６） １２（１２．７） ７０（７５．９）１０（１１．４）
７５－１００％ ２（４．３） ４２（９２．６） １（３．１） １１（２３．４） ２７（６０．０） ７（１６．３） ５（１０．２） ３５（７６．９） ６（１２．９）

女 性
パート
労働者
の割合

０ １２（６５．９） ５（２６．２） １（７．９） １１（６０．１） ３（１６．８） ４（２３．１） ３（１８．６） ８（４５．９） ６（３５．５）
２５％未満 １３（１３．１） ８６（８６．４） １（０．６） ２９（２９．０） ５９（５９．０）１２（１２．０） １０（１０．０） ７９（７９．７）１０（１０．２）
２５－４９％ ２５（１３．３）１６０（８５．９） １（０．８） ６３（３３．９）１０４（５５．８）１９（１０．３） ８（４．１）１６１（８６．３）１８（９．６）
５０－７４％ １６（７．３）１９４（８８．７） ９（４．０） ６１（２７．９）１２３（５６．１）３５（１６．０） ２７（１２．６）１７６（８０．７）１５（６．８）
７５－１００％ １４（７．０）１８４（９０．７） ５（２．３） ６１（３０．１）１２０（５８．９）２２（１１．０） １３（６．６）１７２（７４．５）１８（８．９）

表② ＜パート労働者の労働条件のあり方についての使用者の評価（従業員数１０名以上企業回答）＞
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積極的な効果 企業数（回答比率） 否定的な効果 企業数（回答比率）

上質な従業員の確保 ５６５（７９．７） 費用がかかりすぎる ２８１（３９．６）
PR ３３８（４７．７） 業務計画化の問題 ４０２（５６．７）
計画化 ３７０（５２．２） 頻繁な入退社 ５４（７．６）
積極的効果はない ３４（４．８） 動機付けの低さ ９２（１３．０）
わからない ２２（３．１） 否定的な効果はない １５０（２１．２）

表④＜パート労働者の効果について（従業員数１０名以上７０９企業回答）＞

所定労働週
超過勤務規定

時間外労働
手当規定

職業教育訓
練費用規定

高齢者雇用
継続規定

パート労働者・
フルタイム労働
者に適用

３２１（８０．７） ４８３（８１．０） ６５１（９７．３） ３５２（９１．０）

フルタイム労働
者のみ適用

１２（３．０） １０７（１８．０） １８（２．７） ３０（７．８）

最低労働時間の
定めのある労働
者のみ

６５（１６．３） ６（１．０） ５（１．３）

表⑤＜企業内の規則の適用について（各規定を有する従業員数１０名以上企業回答）＞

同一の職能と職務のフル
タイム労働者より，賃金
が低いこと

フルタイム労働者より，
昇進の機会が少ないこと

違法 合法 違法 合法

総計（７２５） ４５８（６３．２）２６７（３６．８）５２７（７２．７）１９８（２７．３）

合理化の際に，パート労
働者の解雇が，最初に実
施されること

週５日２０時間勤務の労働
者が，４０時間勤務の労働
者より，通勤手当が少な
いこと

救急救命講座の受講がフ
ルタイム労働者は有給
で，パート労働者は無給
であること

違法 合法 違法 合法 違法 合法

４８０（６６．２）２４５（３３．８）４５２（６２．３）２７３（３７．７）５２７（７２．７）１９８（２７．３）

表③＜パート労働者の労働条件のあり方についての使用者の法的評価
（従業員数１０名以上企業回答）＞



６４ 彦根論叢 第３６９号 平成１９（２００７）年１１月

フルタイム労働者より
賃金が低いことの苦情
や質問

フルタイム労働者より
労働条件が悪いことの
質問

有り １９（２．６） ４５（６．２）
なし ６７５（９３．１） ６５０（８９．７）
わからない ３１（４．３） ３０（４．１）

日労働時間 １１（１２．９）
休日・育児休暇 １９（２２．４）
賃金 １５（１７．７）
諸手当 １２（１４．１）
健保・年金 ６（７．１）
育児手当 ４（４．７）
職業教育訓練 ５（５．９）
その他 １３（１５．３）

「質問」内訳表⑥＜パート労働者の側からの苦情について（従業員数１０名以上企業回答）＞

企業数

変
え
た

労働協約を通じて ２５５（３５．２）
経営協議会を通じて １６（２．２）
個別的な事案によって １５（２．１）

変えなかった ２３９（３３．０）

わからない ２００（２７．５）

表⑦＜平等待遇法（１９９６年）は，労働条件を
変えたかどうか
（従業員数１０名以上企業回答）＞

従業員数１０名未満の企業数
（２６５）

経営協議会数（２８０）

短縮の請求 ３２（１２．１） １１７（４１．８）
増加の請求 ２０（７．６） ５（１．８）
短縮・増加の請求 １０（３．８） ９９（３５．４）
請求なし ２０２（７６．２） １２（４．３）
無回答 １（０．４） ４７（１６．８）

表⑧＜労働者の労働時間増減請求があった企業・経営協議会数（％）＞
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短縮請求 企業数（％） 増加請求 企業数（％）

常時可能 ７３（１０．１） 常時可能 ２７（３．７）
概ね可能 ５１８（７１．５） 概ね可能 ４００（５５．２）
状況次第 １２１（１６．７） 状況次第 １９６（２７．０）
不可能 １３（１．８） 不可能 ５２（７．２）

その他 ４４（６．１）
分からない ８（１．１）

表⑪＜労働時間短縮・増加請求に対する使用者の対応
（従業員１０名以上７２５企業回答）＞

短縮請求回数 企業数
（２１６）（％）

増加請求回数 企業数
（１０４）（％）

１回 ４（１．９） １回 ８（７．７）
２―５ ７９（３６．６） ２―５ ３８（３６．５）
６―１０ ４１（１９．０） ６―１０ １０（９．６）
１１―２５ １６（７．４） １１―２５ ６（５．８）
２５超 １９（８．８） ２５超 ９（８．７）
無回答 ５７（２６．４） 無回答 ３３（３１．７）

表⑨＜労働時間短縮・増加請求の回数（経営協議会調査）＞

短縮請求 企業数（２１６）（％） 増加請求 企業数（１０４）（％）

すべて受入 ３５（１６．２） すべて受入 １８（１７．３）
一部受入 １４０（６４．８） 一部受入 ４６（４４．２）
一部拒否 ２２（１０．２） 一部拒否 ２０（１９．２）
すべて拒否 ４（１．９） すべて拒否 ０（０．０）
無回答 １５（６．９） 無回答 ２０（１９．２）

表⑩＜労働時間短縮・増加請求に対する使用者の対応（経営協議会回答）＞
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（４） オランダにおけるパート労働者の法的地位

（ア） 労働時間調整法の意義

平等待遇法によるパート労働者の「平等」と「差別禁止」から，積極的なパー

ト労働者の権利を保障する立法政策が，労働時間調整法として実現する。

労働時間調整法は，労働者による労働時間数の調整（増加・短縮）を請求す

る権利を認めるのであるが，労働時間調整法という実定法上の根拠規定が登場

するまで，労働者が，使用者に対して，労働時間の削減を請求し，「パートタ

イムの権利」の承認を求める場合に，裁判上，以下のような法的規定が援用さ

れている。

① 労働時間法第４・１条（使用者は，労働時間の決定に関して，労働者の

希望や個人的事情を考慮する義務があるとする）２７）

② 民法典第６４８条（労働時間数による差別禁止条項）

③ 民法典第６８５条（労働契約の解約を定める条文を根拠とする「部分的解

約」によって，フルタイムからパートタイムへの変更を認めるもので，一部の

判決で援用されている）

④ 民法典第６１１条（「善意の使用者」規定。労働時間を削減し，パートタイ

２７）労働時間法第４・１条「使用者は，被用者の労働の希望を可能な限り尊重し，被用者が
正当に要求することのできる限り，被用者の個人的事情を考慮する。」第４・１a条「使用
者は，被用者の労働時間の決定に際しては，被用者が正当に要求することのできるかぎり，
労働以外の被用者の個人的事情を考慮する。その中には，子ども，扶養義務家族，親族や
近親者の世話および被用者の負う社会的責任が含まれる。」

労働時間短縮拒否理由 回答数（企業比率） 労働時間増加拒否理由 回答数（企業比率）

代替要員確保の困難 ６０（３４．８） 週労働時間不足 ７１（４０．７）
安全上の理由 ８（４．８） 人件費不足 ３７（２１．５）
勤務交替上の理由 ６２（３６．０） 勤務交替上の困難 ３９（２２．７）
運営上の理由 ７（４．２） 法定・協定労働時間に抵触 ４１（２３．８）
費用 ２３（１３．２） 労働量不足 ２５（１４．５）
最小限の週労働量の維持 １６（９．２） 他 ４０（２３．４）
他 ６６（３８．７）

表⑫＜労働時間短縮・増加請求を拒否する使用者の理由（従業員１０名未満企業回答）＞
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ムへの転換を主張する労働者の請求を認容した二判決（アムステルダム地裁

１９９５年８月２８日判決・フェンロー地裁１９９８年４月８日判決）は，民法典第６１１

条の「善意の使用者」規定と「経験則」を根拠にしている）２８）

労働時間調整法は，従業員が使用者に対して労働時間数の調整（増加・短縮）

を請求することを認めている。要件・手続きとしては，同一の企業に１年以上

勤続している労働者は，使用者に対して，少なくとも４ヶ月前までに，書面で，

労働時間数変更の要求をする（変更開始の期日，合計労働時間数，労働時間の

配分方法を明記する必要があるが，理由を明示する必要はない）。変更される

労働時間数に制限はないが，法定労働時間数や協約に定める労働時間数を超え

ることはできない。労働者側の請求に対して，使用者側が，変更予定日の１ヶ

月前までに書面で，労働時間数変更に関する決定を回答しない場合には，労働

者の請求どおりに，労働時間数が変更される。

労働者の労働時間数調整（増減）要求に対して，使用者は，決定を下すまえ

に，労働者と協議しなければならない。使用者は，この要求に対して，厳格な

企業経営上の理由からのみ，その請求を拒否できるにすぎない。具体的には，

使用者が労働時間数短縮請求を拒否できるのは，①代替要員の確保が困難な場

合，②安全性に問題を生じる場合，③勤務時間割り振り制度に重要な問題を引

き起こす場合である。他方，労働時間数延長請求を拒否するためには，①定員

上の問題がある場合，②十分な業務量がない場合，③予算上の問題がある場合

とされている。

（イ） 判例の動向

ここでは，労働時間調整法の適用に関する判例を紹介し，パート労働者の権

利と法的地位のあり方を分析する２９）。

① アムステルダム地方裁判所判決（２００２年１１月２０日，JAR２００２，２８１）

KLM航空会社で，客室乗務員指導室に勤務し，１２０名の日本人とインド人の

２８）民法典第６１１条「善意の使用者」規定「使用者および労働者は，それぞれ善良なる使用
者および善良なる労働者として行動しなければならない。」

２９）SZW, Wet aanpassing arbeidsduur, Jurisprudentieonderzoek３e meting, Bijlage bij kamerstuk
２９５０３，nr．１．
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スチュワード・スチュワーデスを指導する女性労働者が，育児休業（育児時間

制度）中，交替制勤務を採ることを合意していた。そこでの Xの仕事ぶりは，

使用者から大変高い評価を受けていた。

労働者は，育児休業の後，週労働時間を３８時間から２４時間に短縮することを

請求した。使用者は，就業規則の規定を理由に請求を拒否した。その規則によ

れば，客室乗務員指導室の指導員は，常に，待機していなければならないと規

定されていた。使用者は，労働者に，パートタイムで働くことが可能な別の職

を提案した。そこで，労働者は，使用者に対して上記週労働時間数の短縮（パー

トタイム労働への変更）を求めて提訴した。

判決では，客室乗務員指導室に関する使用者の方針は，充分に検討されたも

のであったとしても，労働者の要求に応じられないことを正当化するほどの合

理性と必要性を有しないと判示された。判決によれば，立法者の考え方は，労

働時間調整（短縮）の権利は，特別な場合においてのみ妨げられうるというこ

とである。育児休業中における問題のない満足すべき仕事の状況を考慮すると，

Xの請求を拒否するための実質的な特別の事由は存在せず，使用者の拒否権は

受け入れられない。

本件は，労働者側からの労働時間数の短縮（パートタイムへの転換）請求に

関して，会社側は，厳格な企業経営上の理由を挙証していないと判示した。使

用者が主張しうる重要な企業の利益については，それが重大な問題を引き起こ

すであろう場合に，受け入れられるにすぎないと考えられている。特に，育児

休暇中には交替制や労働時間短縮で対応されてきたという事情が存在する場合

には，労働者の請求（パートタイムへの転換）が認められる傾向にある。しか

し，同種の事案でも，逆の見解もある。

② アムステルダム地方裁判所判決（２００１年１２月２１日，未掲載）

KLMの客室乗務員である女性労働者が，育児休業中，所定労働時間の２５％

の時間で勤務していたが，育児休業後は，労働時間が５０％になるところを，引

き続き２５％への短縮を請求した。使用者は，業務の性格から，短い労働時間に

よっては，労働者は，経験の希薄化をもたらすとして，最低限５０％の労働時間
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を必要としていると主張した。また，労働者の請求に対して，使用者が速やか

に回答しなかったことが争われた。

判決では，法の定める使用者の回答期限は守られたものの，配慮を欠いてい

ることが認められたが，そのことによって，労働者の請求を正当化することは

できないとした。判決は，業務上の必要性については，その内容の判断を避け

ながら，労働時間数に関して，経営協議会が合意していたこと，労働組合が本

件のような労働時間短縮に賛同していなかった事情を考慮して，労働者は，業

務上の必要性に関する理由を争うことはできないとして，使用者側の労働時間

短縮の拒絶を認めた。

この事案は，①の事案とほぼ類似の内容であるにもかかわらず，労使協議会

や労働組合との合意の存在３０）が，労働者個人の請求権との関係が問われ，労

働者の権利主張と衝突する可能性を示している点は，判断の分かれた要因であ

るが，もう一つの論点である，労働時間調整の請求に対する使用者の回答期限

の問題については３１），判決は，解釈を緩和しようとしている。

③ ズットヘン地方裁判所判決（２００２年１１月２６日，JAR２００３，１）

事務所主任である男性労働者が，週労働時間を３８時間から３２時間への短縮の

請求を行った。労働者の３回の請求は，最初は口頭でなされ，その後２回の請

求は短縮される労働時間の開始の４ケ月前までになされなかった。使用者は，

小さな企業内で，労働者の果たしている役割を理由にするとともに，請求が，

４ケ月前という請求期限要件を満たしていないことを主張し，請求を拒否した。

３０）WAA第２条⑪は，労働時間の増加に関しては，労働協約，労使協議会あるいは従業員
代表機関における合意事項については，同法の適用除外の可能性を定めている。アーネム
地方裁判所判決（２００２年５月２２日，JAR２００２，１４０）では，訪問医師の地域マネージャーが，
週労働時間を３８時間から２０時間へ短縮する請求が争われた。労働協約が，訪問医師の業務
について週に最低３２時間と定めていたことから，地裁判決は労働者の請求を認めなかった
が，控訴審（アーネム高裁２００２年１２月１０日判決，JAR２００３，７０）では，労働協約は労働時間
の増加の場合にのみ有効であるとし，企業の重大な利益を否定し，労働者の請求を認めら
れている。

３１）WAA第２条⑩「使用者が労働時間調整の予定されている開始日の１ケ月前までに，請
求について決定を下さない場合には，労働時間は，被用者の希望に従って，調整されるも
のとなる。」
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判決は，WAAに基づく請求に対して期間内に回答しないことへの制裁の厳

しさを理由に，その請求期限の要件は，制限的に解釈されなければならないと

判示した。請求が，特にWAA第２条３項の要件を満たさない場合には，民法

典第６１１条（「善意の使用者」規定）だけが適用されうるとした。この事案では，

民法典第７巻第６１１条が適用されるとしても，使用者は，定期的に協議してお

り，重大な企業の利益について十分に正当な理由を与えており，代替提案も行っ

ているという理由から，請求は却下されるとした。

判例は，労働時間短縮についての手続的要件について厳しい姿勢を示すとと

もに，労働時間の配分（週労働時間の日単位への「割り振り」）についても，

当事者の合意を尊重するという立場から，判断を回避する傾向にある。

④ ヘルトゲンボシュ地方裁判所判決（２００２年２月８日，JAR２００２，５７）

デパートメントストアの販売員の女性労働者が，出産休暇の後，週労働時間

を３８時間から２２，８時間の短縮と週３日による労働時間（２２，８時間）の割り振り

を請求した。使用者は，その業務は，フルタイムで行われなければならないと

いう理由で，この請求を拒否した。

使用者は，同僚の労働者とのデュアル・ジョブ（２人の労働者による分担）

を提案したが，両人とも拒否した。労働者は，異なる職で３日働くことを提案

されたが，この申し出を拒否した。

判決は，使用者が労働者の請求によって減少する１６時間弱の労働時間を確保

することが不可能であると判断したことが正当であるかどうか判断する必要が

あるとし，それは可能であるにもかかわらず，使用者が外部的な解決策を追求

しなかったとして，労働者の請求を認容した。しかし，判決は，労働時間の割

り振りについては，当事者の主張が不明確であるという理由から，判断しなかっ

た。

⑤ ミドルブルグ地方裁判所判決（２００２年１月１８日，JAR２００２，４１）

配達人の女性労働者が，出産休暇の後，週労働時間を３８時間から１９時間に短

縮することと，午後の勤務制で働くことを請求した。使用者は，労働時間の短

縮を認めたが，午後の勤務制は拒否した。
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判決は，１０人未満の企業であるため，WAA導入のための協定の存否を問題

にした。控訴審判決（ミドルブルグ高裁２００２年５月１７日，未掲載）は，協定が

制定されていなくても，労働者の短縮は受理されるとしたが，労働時間の割り

振りは認められないとした。本件では，使用者は，企業の利益が真実危機に瀕

する場合にのみ，請求を拒絶することができるとし，企業の規模が小さいこと

を理由に，拒絶は，不合理ではないと判断された。

最近の最高裁判決（２００７年１月５日）は，百貨店業界の企業年金制度加入資

格について，パートタイム労働者には５年間（現行１年間）の勤続歴（待機期

間）を課している規定について，パートタイム労働者には，この待機期間中に，

企業年金制度に加入する選択の可能性が与えられていることを根拠に，このよ

うな規定が，パートタイム労働者とフルタイム労働者の間の差別に該当しない

と判断している。

労働大臣によれば，「平等待遇と非差別が，われわれの社会的行動の中に組

み込まれなければならない。」３２）という言明がなされているが，パート労働者

の地位と権利に関する現状から，平等原則と差別禁止原則の交錯という本稿の

視点の意義が再確認されるであろう。

３２）Aart Jan de Geus，「未来の欧州における平等」に関する EU会議での結語演説（SZW雇
用報告２００５年版）。


